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​発議　第１号​

​那須塩原市議会委員会条例の一部改正について​

​上記議案を提出する。​

​令和８年３月１８日提出​

​議会運営委員長　森本　彰伸​

​那須塩原市議会委員会条例の一部を改正する条例​

​那須塩原市議会委員会条例（平成１７年那須塩原市条例第２０３号）の一部を次​

​のように改正する。​

​第２条第１号中「総務部」の次に「、市民生活部」を加え、「、議会事務局」を​

​削り、同条第３号中「市民生活部、環境戦略部」を「環境戦略部」に改める。​

​第２条第１号中「、議会事務局」を削る。​

​附　則​

​この条例は、令和８年４月１日から施行する。​



​那須塩原市議会委員会条例の一部を改正する条例案新旧対照表​

​改　　　　正　　　　案​ ​現　　　　　　　　　行​

​（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）​

​第２条　常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。​

​⑴　総務企画常任委員会　８人　企画部、総務部​​、市民生活部​​、会計課​

​　　　　　　​​、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資​

​産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の所管に属しない事​

​項​

​⑵　（略）​

​⑶　建設経済常任委員会　８人　​​環境戦略部　　　　　　​​、産業観光​

​部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項​

​⑷　（略）​

​（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）​

​第２条　常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。​

​⑴　総務企画常任委員会　８人　企画部、総務部​​＿＿＿＿＿＿​​、会計​

​課​​、議会事務局​​、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定​

​資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の所管に属しない​

​事項​

​⑵　（略）​

​⑶　建設経済常任委員会　８人　​​市民生活部、環境戦略部​​、産業観光​

​部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項​

​⑷　（略）​



​発議　第２号​

​那須塩原市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について​

​上記議案を提出する。​

​令和８年３月１８日提出​

​議会運営委員長　森本　彰伸​

​那須塩原市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例​

​那須塩原市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第２​

​０７号）の一部を次のように改正する。​

​第３条第１項中「各月１日（以下「基準日」という。）」を「交付申請時」に改​

​め、同条第２項中「年度当初に１２箇月分を」を「交付決定の際に当該年度分を一​

​括して」に改め、同条第３項中「基準日に当たる」を「各月１日の」に改め、同条​

​第４項を次のように改める。​

​４　年度の途中において議員の辞職、失職、除名、死亡若しくは所属会派からの脱​

​会又は議会の解散があった場合は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分（そ​

​の日が各月１日の場合は、当月分）以降における当該議員に係る政務活動費は交​

​付の対象としない。​

​第４条第１項中「異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基準日に当たると​

​きは、当月）の末日までに、」を削り、「算定した政務活動費の」を「算定した」​

​に改め、「会派は」の次に「異動が生じた日から１５日以内に」を、「上回る額​

​を」の次に「市長に」を加え、同条第２項中「基準日に当たる」を「各月１日の」​

​に改め、「政務活動費を」の次に「解散した日から３０日以内に市長に」を加え​

​る。​

​第７条第３項中「３０日」を「１０日」に改める。​

​第８条中「場合」の次に「、」を、「政務活動費を」の次に「当該年度終了後３​



​０日以内に」を加える。​

​別表調査研究費の項中「（交通費及び宿泊費は、那須塩原市議会の議員の議員報​

​酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第４３号）に準じて算​

​定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額とする。）」を削り、同表研修​

​費の項中「（交通費及び宿泊費は、那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償​

​等に関する条例に準じて算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額とす​

​る。）」を削る。​

​附　則​

​この条例は、令和８年４月１日から施行する。​



​那須塩原市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表​

​改　　　　正　　　　案​ ​現　　　　　　　　　行​

​（交付額及び交付方法）​ ​（交付額及び交付方法）​

​第３条　会派に対する政務活動費は、​​交付申請時＿＿＿＿＿＿＿＿＿​​　　​

​＿　　​​における当該会派の所属議員数に月額２万円を乗じて得た額を交​

​付する。​

​第３条　会派に対する政務活動費は、​​各月１日（以下「基準日」とい​

​う。）​​における当該会派の所属議員数に月額２万円を乗じて得た額を交​

​付する。​

​２　政務活動費は、​​交付決定の際に当該年度分を一括して​​交付する。ただ​

​し、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属​

​する月までの月数分を交付する。​

​２　政務活動費は、​​年度当初に１２箇月分を＿＿＿＿＿＿​​交付する。ただ​

​し、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属​

​する月までの月数分を交付する。​

​３　年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日​

​の属する月の翌月分（その日が​​各月１日の＿＿​​場合は、当月分）から政​

​務活動費を交付する。​

​３　年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日​

​の属する月の翌月分（その日が​​基準日に当たる​​場合は、当月分）から政​

​務活動費を交付する。​

​４​​　​​年度の途中において議員の辞職、失職、除名、死亡若しくは所属会派​

​からの脱会又は議会の解散があった場合は、当該事由が生じた日の属す​

​る月の翌月分（その日が各月１日の場合は、当月分）以降における当該​

​議員に係る政務活動費は交付の対象としない。​

​４​​　​​基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派か​

​らの脱会があった場合当該議員は、第１項の所属議員に含まないものと​

​し、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交​

​付しない。​​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​

​（所属議員数の異動に伴う調整）​ ​（所属議員数の異動に伴う調整）​

​第４条　政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員​

​数に異動が生じた場合、​​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​

​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​​既に交付した政務活動費の​

​額が異動後の議員数に基づいて​​算定した　　　　　　​​額を下回るとき​

​は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数​

​に基づいて算定した額を上回るときは、会派は​​異動が生じた日から１５​

​日以内に​​当該上回る額を​​市長に​​返還しなければならない。​

​第４条　政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員​

​数に異動が生じた場合、​​異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基​

​準日に当たるときは、当月）の末日までに、​​既に交付した政務活動費の​

​額が異動後の議員数に基づいて​​算定した政務活動費の​​額を下回るとき​

​は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数​

​に基づいて算定した額を上回るときは、会派は​​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​

​＿＿＿＿​​当該上回る額を​​＿＿＿​​返還しなければならない。​

​２　政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したとき​

​は、会派は解散の日の属する月の翌月分（その日が​​各月１日の＿＿​​場合​

​は、当月分）以降の政務活動費を​​解散した日から３０日以内に市長に​​返​

​還しなければならない。​

​２　政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したとき​

​は、会派は解散の日の属する月の翌月分（その日が​​基準日に当たる​​場合​

​は、当月分）以降の政務活動費を​​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​​返​

​還しなければならない。​

​（収支報告書等の提出）​ ​（収支報告書等の提出）​

​第７条　（略）​ ​第７条　（略）​

​２　（略）​ ​２　（略）​

​３　政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかか​

​わらず、当該会派の代表者であった者は、解散した日から​​１０日​​以内に​

​収支報告書及び実績報告書を提出しなければならない。​

​３　政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかか​

​わらず、当該会派の代表者であった者は、解散した日から​​３０日​​以内に​

​収支報告書及び実績報告書を提出しなければならない。​



​（政務活動費の返還）​ ​（政務活動費の返還）​

​第８条　政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた​

​政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に​

​資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合​​、​

​当該残余の額に相当する額の政務活動費を​​当該年度終了後３０日以内に​

​市長に返還しなければならない。​

​別表（第５条関係）​

​項目​ ​内容​

​調査研究費​ ​交通費、宿泊費、施設入場料、通信費その他の先進​

​地又は現地の調査及び研究に要する経費​​　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　​

​研修費​ ​会場費、講師謝金、参加者負担金、交通費、宿泊費​

​その他の会派が研究会、研修会等を開催するために​

​要する経費又は他の団体が開催する研究会、研修会​

​等に参加するために要する経費​​　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​(略)​ ​(略)​

​第８条　政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた​

​政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に​

​資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合​​＿​

​当該残余の額に相当する額の政務活動費を​​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​

​市長に返還しなければならない。​

​別表（第５条関係）​

​項目​ ​内容​

​調査研究費​ ​交通費、宿泊費、施設入場料、通信費その他の先進​

​地又は現地の調査及び研究に要する経費​​（交通費及​

​び宿泊費は、那須塩原市議会の議員の議員報酬及び​

​費用弁償等に関する条例（平成１７年那須塩原市条​

​例第４３号）に準じて算定した鉄道賃、船賃、航空​

​賃、車賃及び宿泊料の額とする。）​

​研修費​ ​会場費、講師謝金、参加者負担金、交通費、宿泊費​

​その他の会派が研究会、研修会等を開催するために​

​要する経費又は他の団体が開催する研究会、研修会​

​等に参加するために要する経費​​（交通費及び宿泊費​

​は、那須塩原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償​

​等に関する条例に準じて算定した鉄道賃、船賃、航​

​空賃、車賃及び宿泊料の額とする。）​

​(略)​ ​(略)​


